
 
 

 

 

 

平成３１年４月１日より、組織の見直しを行いました。 

以下の組織図の【 】内は、旧部署の名称です。 

 

 

 

※ 運営委員会は、独立行政法人農林漁業信用基金法に基づき設置されたものであり、政府以外の出資

者及び学識経験を有する者の中から主務大臣が任命した運営委員をもって構成され、業務方法書、中

期計画、年度計画、その他信用基金の業務運営に関する重要事項について審議等を行います。 

 

監 理 室

農業業務推進課 【旧：調査企画課】農 業 調 整 室

林業業務推進課 【旧：業務推進課】

漁業業務推進課 【旧：業務推進課】

漁 業 調 整 室

農業信用保険業務部
業務第一課 【旧：審査役】

業務第二課 【旧：保険・融資課】

農業信用保険管理部
管理第一課 【旧：審査役】

管理第二課 【旧：審査管理課】

林業信用保証業務部 業務課 【旧：保証課】

管理課

総括調整役・参事

企画推進課

システム管理課
企 画 調 整 室

総 務 経 理 部
総務課

経理総括課

人事課

経理業務課

共 済 部

漁 業 信 用 保 険 部 業務課 【旧：保険課】

管理課 【旧：審査課】
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農業共済課

漁業共済課

林 業 調 整 室

林業信用保証管理部

【 旧 ： 農 業 管 理 室 】

【 旧 ： 農 業 第 一 部 】

【 旧 ： 農 業 第 二 部 】

【 旧 ： 林 業 管 理 室 】

【 旧 ： 漁 業 部 】

【 旧 ： 林 業 部 】

【旧：漁業管理・融資室】

【旧：林業管理・査定室】

【 旧 ： 総 務 部 】

農 業 信 用 保 険 業 務

林 業 信 用 保 証 業 務

漁 業 信 用 保 険 業 務

運 営 委 員 会 （ ※ ）

漁 業 災 害 補 償 関係 業 務

農 業 保 険 関 係 業 務

業 務 ご と に 設 置


